
 
当座勘定規定（専用約束手形口用） 

 
 

改定前 
 

改定後 

第 2 条（当座勘定への受入れ） 
(1) 当座勘定には、現金のほか、手形、小
切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証
その他の証券で直ちに取立てのできるもの
（以下「証券類」といいます。）も 
受入れます。 
(2) 手形要件、小切手要件の白地はあらか
じめ補充してください。当組合は白地を補
充する義務を負いません。 
(3) 証券類のうち裏書等の必要があるもの
は、その手続きを済ませてください。 
(4) 証券類の取立てのため特に費用を要す
る場合には、店頭掲示の代金取立手数料に
準じてその取立手数料をいただきます。 
 
第 9 条（手形用紙） 
(1) 当店を支払場所とする専用約束手形を
振出す場合には、当組合が交付した用紙を
使用してください。 
(2) 当座勘定から支払をした専用約束手形
のうちに、本人が振出したものではない手
形や改ざんが疑われるものがあった場合に
は、直ちに当組合宛に連絡してください。 
(3) 手形用紙の請求があった場合には、必
要と認められる枚数を交付します。 
(4) 当座勘定から支払をした専用約束手形
の用紙はその支払日から３か月を経過した
場合は返却を求めることができないものと
します。 
(5) 前項の期間を経過した場合において、
本人から請求があったときは、当組合所定
の手続きによって当該手形の写しを交付し
ます。ただし、当組合が定める写し 
の保管期限を経過した場合は、その限りで
はありません。 
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(1) 当座勘定には、現金のほか、手形、
小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収
証その他の証券で直ちに取立てのできるも
の（以下「証券類」といいます。）も受入
れます。ただし、2026 年１０月 1 日より
他行を支払人および支払地とする手形また
は小切手は受入れません。 
(2) 手形要件、小切手要件の白地はあら
かじめ補充してください。当組合は白地を
補充する義務を負いません。 
(3) 証券類のうち裏書等の必要があるも
のは、その手続きを済ませてください。 
(4) 証券類の取立てのため特に費用を要
する場合には、店頭掲示の代金取立手数料
に準じてその取立手数料をいただきます。 
 
第 9 条（手形用紙） 
(1) 当店を支払場所とする専用約束手形
を振出す場合には、当組合が交付した用紙
を使用してください。 
(2) 当座勘定から支払をした専用約束手
形のうちに、本人が振出したものではない
手形や改ざんが疑われるものがあった場合
には、直ちに当組合宛に連絡してくださ
い。 
(3) 手形用紙の請求があった場合には、
必要と認められる枚数を交付します。な
お、2026 年７月 1 日以降は手形用紙を発
行しません。 
(4) 当座勘定から支払をした専用約束手
形の用紙はその支払日から３か月を経過し
た場合は返却を求めることができないもの
とします。 
(5) 前項の期間を経過した場合におい
て、本人から請求があったときは、当組合
所定の手続きによって当該手形の写しを交
付します。ただし、当組合が定める写しの
保管期限を経過した場合は、その限りでは
ありません。 

 




